
秘
書
広
報
課 
☎
66
◆

1
1
6
1

地
域
懇
談
会
の
開
催

市
民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
直
接

意
見
交
換
す
る
地
域
懇
談
会
を
開

催
し
ま
す
。
当
日
、
直
接
会
場
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

開
始
時
間　

午
前
10
時
〜

◆
西
浦
中
学
校
区

と　

き　

7
月
11
日
㈯

と
こ
ろ　

西
浦
公
民
館

◆
中
部
中
学
校
区

と　

き　

7
月
12
日
㈰

と
こ
ろ　

北
部
公
民
館

駐
車
場　

北
部
公
民
館
、
北
部
小

学
校
駐
車
場

◆
形
原
中
学
校
区

と　

き　

7
月
18
日
㈯

と
こ
ろ　

形
原
公
民
館

◆
蒲
郡
中
学
校
区

と　

き　

8
月
1
日
㈯

と
こ
ろ　

生
き
が
い
セ
ン
タ
ー

駐
車
場　

生
き
が
い
セ
ン
タ
ー
、

　

南
部
小
学
校
北
側
職
員
駐
車
場

◆
塩
津
中
学
校
区

と　

き　

8
月
2
日
㈰

と
こ
ろ　

塩
津
公
民
館

※
暴
風
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合

な
ど
緊
急
時
は
中
止
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

市
税
条
例
の
一
部
が
改
正

地
方
税
法
な
ど
の
一
部
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
税
条
例

の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

軽
自
動
車
税
・
市
た
ば
こ
税

☎
66
◆

1
1
1
5

○
平
成
27
年
4
月
1
日
か
ら
平
成

28
年
3
月
31
日
ま
で
に
新
規
取

得
し
た
軽
自
動
車
の
う
ち
、
環

境
性
能
が
優
れ
た
も
の
に
対
す

る
軽
自
動
車
税
を
、
平
成
28
年

度
の
み
軽
減
し
ま
す
。

○
旧
3
級
品
の
製
造
た
ば
こ
に

つ
い
て
、
平
成
28
年
4
月
1
日

か
ら
平
成
31
年
4
月
1
日
ま

で
に
、
4
段
階
で
税
率
の
特
例

（
軽
減
）を
廃
止
し
ま
す
。

個
人
市
民
税

☎
66
◆

1
1
1
6

○
個
人
市
民
税
に
お
け
る
住
宅
ロ

ー
ン
特
別
控
除
が
適
用
で
き
る

対
象
期
間
を
1
年
半
延
長
し
、

平
成
31
年
6
月
30
日
ま
で
に
居

住
開
始
し
た
も
の
が
対
象
と
な

り
ま
し
た
。

○
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
際
に
確

定
申
告
を
行
わ
な
く
て
も
寄
附

金
控
除
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
確
定
申
告
す
る

必
要
の
な
い
方
の
み
適
用
さ
れ

ま
す
。

○
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
住
民

税
の
特
例
控
除
の
限
度
額
が
、

所
得
割
額
の
1
割
か
ら
2
割
へ

拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

【
各
税
共
通
】

個
人
お
よ
び
法
人
の
市
民
税
、

固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
に
お
け
る
減
免
の
申
請

期
限
に
つ
い
て
は
、
災
害
時
を
除

い
て
各
税
の
納
期
限
ま
で
と
な
り

ま
し
た
。

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
の
調
査
に
ご
協
力
を

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
な
ど

を
行
っ
た
家
屋
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
税
務
収
納
課
職
員
が

現
地
を
訪
問
し
、
建
築
確
認
申
請

書
、
見
積
書
な
ど
の
資
料
を
確
認

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
場
合
は
税
務
収
納
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き

○
家
屋
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た

と
き（
店
舗
な
ど
を
居
住
用
建

物
へ
変
更
、
居
住
用
建
物
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
店
舗
な
ど
へ

変
更
し
た
と
き
）

※
家
屋
の
利
用
方
法
に
よ
り
、
土

地
の
税
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

○
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地

目
）
を
変
更
し
た
と
き（
住
宅

用
地
を
畑
へ
変
更
、
畑
を
駐
車

場
へ
変
更
し
た
と
き
な
ど
）

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
5

軽
自
動
車
税
納
税
証
明

書
を
郵
送
し
ま
し
た

軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
納
付
を
ご
利
用
さ
れ
た

方
に
、
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

を
郵
送
し
ま
し
た
。

こ
の
証
明
書
は
、
三
輪
・
四
輪

の
軽
自
動
車
や
二
輪
の
小
型
自
動

車
の
車
検
の
際
に
必
要
と
な
り
ま

す
。
自
動
車
検
査
証
と
一
緒
に
保

管
す
る
な
ど
し
て
紛
失
し
な
い
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
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－大切な命！自分で守る！－
海上保安庁夏季安全推進活動期間　7月1日（水）～8月31日（月）
遊泳者、サーファーの方は子供から目を離さない、飲酒後の遊泳

自粛、離岸流や深みなどに注意しましょう。
プレジャーボートやミニボート、シーカヤックなどでレジャーを

楽しまれる方は機関などの発航前点検、水路調査、気象・海象の把
握など確実に行いましょう。また、ライフジャケットの常時着用な
ど自己救命策を確保しましょう。

マリンレジャーを楽しむときの自分の命を守る3つの基本

1．ライフジャケットの着用
2．連絡手段の確保
3．118番の有効活用

ルールとマナーを守って、安全にマリンレジャーを楽しみましょう。

用 118番

海の「もしも」は118番

マリンレジャーを安全に楽しくするために

三河海上保安署 ☎0532◆34◆0118


